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米国における SAITAMA ブランドプロモーション事業 

～越境 EC サイト「eBay」出品支援～出品企業募集要項 

 

１．事業案内 

ジェトロ埼玉貿易情報センター(以下「ジェトロ埼玉」という。） では、 越境ＥＣ（インターネット通

販サイトを通じた国際的な電子商取引）を活用した米国市場への販路開拓を考える埼玉県内中小企業に

対し、「米国における SAITAMA ブランドプロモーション事業～越境 EC サイト『eBay』出品支援～」を

実施します。 

本事業では、ジェトロ埼玉が米国の EC サイト「eBay」に特設ページを開設し、県内中小企業が製造す

る優れた商品の米国展開を支援します。越境ＥＣサイトを活用した販路拡大に関心のある県内中小企業

の皆さまのお申し込みをお待ちしています。 

本事業は、委託先であるジェイグラブ株式会社（以下 、「ジェイグラブ」という。）が運営するサイト

内で出品・販売します。 

 

２．事業概要 

（１）出品する越境 EC サイト 

eBay（https://www.ebay.com/） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）支援内容 

出品企業に対して、以下の支援を行います。 

①越境 EC サイト eBay 内に開設する特設ページへの商品の出品 

②特設サイトおよび出品商品について、 ＳＮＳやインフルエンサー等を活用した販売促進のプロ

モーション 

 

（３）販売対象国 

米国  

 

（４）EC サイト掲載期間 

2021 年１０月 1 日（金）～202２年 1 月 31 日（月）［予定］ 

   ※応募状況や運営準備等により、変更の可能性あり。 

【eBay 概要】 

欧米豪、台湾、東南アジアなど 190 ヵ国以上に展開する世界最大規模の EC マーケットプレイス。

日本の商品に興味を持つ世界中の購入者が集まる。出店者にとっての利益率が高いため、米 

eCommerceBytes 社 Award を 2 年連続受賞。 

設立：1995 年     購入者：1.87 億人以上 

出展商品：14 億点以上 年間取引高：約 10.9 兆円以上 

 

https://www.ebay.com/
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（５）対象者 

下記要件を全て満たす中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定す

る中小企業者及び小規模企業者） 

①埼玉県内に登記上の本店又は主たる事業所を有すること 

②出品する商品を製造企画し、自社製品として販売できること 

③「特設ページ」で取り扱いできる自社商品を有していること 

（製造のみ外部委託も可） 

 

（６）募集出展企業数・出品数 

10 社/1 社あたり 3SKU 以内 

※同一商品であっても、色やサイズごとに 1SKU としてカウントします。 

 

（７）対象製品 

食品・飲料、化粧品、日用品、生活雑貨、工芸品、ファッション(衣服、靴、アクセサリー) 等 

   ※取り扱いができない商品 

    ・アルコール 

    ・冷凍及び冷蔵品 

    ・賞味期限が 3 か月未満の食品及び飲料 

・医薬品、医療機器 

・動植物、土壌 

・効果等に具体的な根拠のない商品 

・公序良俗に反する商品 

・不正な手段で取得した商品 

・著作権や商標権など他人の権利を侵害する商品 

・日本含め各国の法令に違反しているか、その可能性がある商品 

・国際条約や協定で輸出入が禁止されている商品 

・商品の製造物責任が取れない商品 

・その他、ジェトロ埼玉またはジェイグラブ、eBay が不適切と判断した商品 

 

（８）販売形式 

   委託販売（買取形式ではない） 

 

（９）販売管理 

   ①受発注管理 

ジェイグラブとの出品契約に基づき、特設ページに注文が入った際、ジェイグラブより出品企業

に注文情報をご連絡いたします。その後出品企業は自ら日本郵便で注文商品をご郵送いただきま

す。尚、郵送に係る費用は、商品の料金に上乗せください。 

 



3 

   ②入金処理 

出品企業とジェイグラブ間で取り決められた出品契約に基づき、本 EC サイト掲載終了後、販売

代金は事務手数料を差し引き、ジェイグラブから出品企業へ一括して送金いたします。 

 

（10）問い合わせ対応 

特設ページに係るユーザーからの問い合わせに対し、ジェイグラブが窓口対応を行います。ただ

し、商品に関する内容や使用方法等 、出品企業でなければ回答ができない（対応ができない）事

項については、出品企業に確認をお願いすることになります。 

 

（11）費用負担 

    特設ページへの掲載は無料です。 

ただし、以下の費用等が発生します。 

・商品発送に係る送料 

・商品に欠損等があった際の交換費用 

・その他ジェイグラブとの出品条件契約書において合意されたもの 

 

３．応募方法 

（１）申込者情報の入力 

ジェトロ埼玉のホームページからイベント申込ページで必要事項を入力・送信してください。 

   http://www.jetro.go.jp/events/stm/7a931ffd21cfa810.html 

 

（２）商品エントリーシート等の提出 

   下記書類を、ジェトロ埼玉（STM@jetro.go.jp）までメールでご提出ください。 

①商品エントリーシート 

商品エントリーシート（Excel）は上記 WEB ページよりダウンロードいただけます。 

※商品が複数の場合は、商品ごとに商品エントリーシートを作成ください。 

②企業案内（会社パンフレットまたはＨＰの写しでも可） 

企業案内・パンフレットを PDF ファイルで送付してください。 

  ③各商品のパンフレットや参考資料となるもの（商品の概要が分かるものであれば可） 

PDF ファイルで送付してください。 

 

４．出品企業の選考 

（１）出品企業審査 

応募情報をもとに書類審査を行い、出品企業を選定します。選考結果はジェトロ埼玉から E メール

で通知します。なお、選考結果に関する個別のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了

承ください。 

http://www.jetro.go.jp/events/stm/7a931ffd21cfa810.html
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（２）審査の視点 

①独創的で個性的な商品であるか 

②越境 ＥＣを利用する消費者に対し興味を引く商品であるか 

③越境 ＥＣモールに適した商品であるか 

④安全に使用できる商品であるか 

⑤埼玉県の魅力を PR できる商品であるか 

⑥越境ＥＣを活用した商品販売に関する社内体制（ホームページの整備、担当者の配置等）が整っ

ているか 

 

５．特設ページ掲載までの流れ（全体スケジュール） 

（１）募集期間、審査結果通知 

募集期間： 2021 年７月 1 日～7 月３０日 

出品商品審査・結果通知： ８月上旬 

 

（２）ジェイグラブとの出品契約締結（８月中旬） 

出品企業として選定された企業は、出品条件（価格、納品に必要な標準期間、商品破損時やキャン

セル時の料金負担方法等）について、出品企業とジェイグラブとの間で合意に基づく契約を行いま

す。 

※ジェイグラブとの出品契約が成立した後、特設サイトへの出品が正式に決定します。 

 

（３）商品情報の登録（８月中旬～９月中旬） 

所定の様式を基に、商品の説明シートを日本語で作成いただきます。サイトに掲載するための英語

翻訳については、ジェイグラブが行います。 

※翻訳文を既に用意されている企業は、自社で英語訳を作成していただいても構いません。 

※より販売効果の高い説明等が考えられる場合は、ジェトロ埼玉もしくはジェイグラブからご相談

をさせていただく場合がございます。 

※商品により、成分や含有量の確認をジェイグラブからさせていただく場合がございます。 

 

（４）特設サイトへの掲載（１０月 1 日～） 

提供された商品情報等をもとに、特設サイトに掲載し、商品の出品を開始します。出品された商品

は適宜プロモーション等、販促活動を実施します。 

※各商品掲載ページは、各出品企業の掲載内容の確認後に公開いたします。各出品企業の内容確認

連絡を受領するまで、ページの公開は開始されません。 

※特設ページにおける掲載内容に関して、ジェトロ埼玉は責任を負わず、必ずジェイグラブとの間

で協議のうえ各社出品ページの公開・改修等を行うことをご了承ください。 

※越境ＥＣ特設サイトおよびプロモーション支援に係る出品商品の紹介順番はジェトロ埼玉およ

びジェイグラブが決定いたします。 
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※各出品企業に割り当てられた越境ＥＣ特設サイトの掲載枠およびプロモーション支援の権利に

ついて全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。 

 

６．留意事項 

  次に掲げる点についてあらかじめご了承ください。 

（１）ジェトロ埼玉が商談成果の把握等のために実施する各種アンケートやヒアリング等にご協力いた

だけること。 

（２）特設サイトに係る著作権はジェトロ埼玉に帰属します。 

（３）出品の承認後、申し込み内容に偽りや瑕疵等その他出品にあたって当該事業に悪影響を及ぼすと

公社が判断した場合、特設サイトへの掲載やプロモーション活動等商品に関する一切の支援につ

いて取消をする場合があります。なお、取消にかかる一切の損害について、ジェトロ埼玉は責任を

負いません。 

（４）本事業において商品に起因、又はその他これに関連して生じた、若しくは生じたものと主張された

傷害、死亡および物的損害によるあらゆる損失、損害について、ジェトロ埼玉は責任を負いませ

ん。 

（５）本事業にて、出品企業や購入者が損害や不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロ埼玉はその

責任を負いません。 

（６）商品の紛失、破損、破棄、傷み等によって商品を販売できなくなった場合、ジェトロ埼玉はその責

任を負いません。 

（７）天災、現地の政情その他ジェトロ埼玉の責任に帰する事のできない事由により本事業の一部又は

全部を中止せざるを得ない場合は、ジェトロ埼玉は出品申込受領後であっても、本事業一部又は全

部を変更また中止することがあります。その際、出品企業にお支払いいただいた輸送費等のキャン

セル料、商品の返品、その他経費・損害をジェトロ埼玉が補償することはありません。 

 

以 上 

 


